
三種町補助金・助成金のお知らせ令和６年度
⃝

対　
象

　

三
種
町
工
場
誘
致
等
奨
励
条
例
第
４

条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

者
が
、町
内
に
住
所
を
有
す
る
新
卒
者
、

転
入
者
お
よ
び
離
職
者
の
正
規
社
員
、

ま
た
は
非
正
規
社
員
と
し
て
雇
用
契
約

を
し
て
採
用
し
た
場
合

　

ま
た
、
右
記
事
業
者
が
、
工
場
の
新

設
ま
た
は
増
設
に
伴
い
、
町
内
に
２
千

㎡
を
超
え
る
用
地
を
取
得
す
る
場
合

⃝

補
助
率
お
よ
び
補
助
額

　

正
規
社
員
の
新
卒
者
、
転
入
者
お
よ

び
35
歳
未
満
の
離
職
者
１
人
に
対
し
年

額
36
万
円
、
35
歳
以
上
の
離
職
者
１
人

に
対
し
年
額
24
万
円
、
非
正
規
社
員
１

人
に
対
し
年
額
12
万
円
と
す
る
。
た
だ

し
、
採
用
月
か
ら
１
人
３
年
を
限
度
と

す
る
。

　

用
地
取
得
費
の
３
分
の
１
を
補
助

し
、
１
事
業
者
３
千
万
円
を
限
度
と
す

る
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
観
光
交
流
課　
商
工
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
３
０

　
三
種
町
商
工
会（
問
い
合
わ
せ
の
み
）

　
☎
８
３ｰ

３
０
１
０

資
格
取
得
支
援
補
助
金

　

仕
事
や
就
職
に
役
立
つ
資
格
ま
た
は

免
許
の
取
得
に
要
す
る
経
費
を
補
助
し

ま
す
。

⃝

対
象
資
格

　

国
家
資
格
・
国
家
検
定
等

※�

普
通
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪

事
着
工
前
で
あ
る
こ
と

※�

申
請
書
類
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
観
光
交
流
課　
観
光
交
流
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
３
０

地
域
雇
用
創
出
事
業

　

町
内
に
主
た
る
事
業
所
ま
た
は
住
所

を
有
す
る
事
業
者
が
行
う
、
雇
用
創
出

事
業
な
ら
び
に
新
規
企
業
（
事
業
所
）

等
進
出
の
経
費
に
対
し
て
補
助
し
ま
す
。

※�

申
請
様
式
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
本
事
業
は
、
予
算
が
な
く
な
り
次
第

　

終
了
と
な
り
ま
す
。

新
規
雇
用
奨
励
事
業

　

人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
新
た
に

社
員
を
雇
用
し
た
事
業
者
に
対
し
て
支

援
し
ま
す
。

⃝

対　
象

　

町
内
事
業
者
が
、
当
該
年
度
に
町
内

に
住
所
を
有
す
る
新
卒
者
お
よ
び
離
職

者
の
正
規
社
員
を
雇
用
す
る
場
合
は
、

定
年
に
達
す
る
前
５
年
以
上
の
者
ま
た

は
非
正
規
社
員
と
し
て
、
１
年
を
超
え

る
雇
用
契
約
を
し
、
採
用
し
た
場
合

⃝

補
助
額

　

正
規
社
員
の
新
卒
者
、
転
入
者
お
よ

び
35
歳
未
満
の
離
職
者
１
人
に
対
し
月

額
３
万
円
、
35
歳
以
上
の
離
職
者
１
人

に
対
し
月
額
２
万
円
、
非
正
規
社
員
１

人
に
対
し
月
額
１
万
円
と
す
る
。
採
用

月
か
ら
１
人
12
か
月
を
限
度
と
す
る
。

店
舗
等
新
築
・
増
改
築
事
業

　

事
業
所
の
新
築
お
よ
び
増
改
築
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
売
り
上
げ
の
増
加
や

作
業
の
効
率
化
が
図
ら
れ
、
新
た
な
雇

用
が
見
込
ま
れ
る
事
業
者
に
対
し
て
支

援
し
ま
す
。（
空
き
店
舗
等
の
活
用
を

含
む
）

⃝

対　
象

　

店
舗
、
事
務
所
、
作
業
場
お
よ
び
外

構
等
の
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
等
の

新
築
お
よ
び
増
改
築
に
要
す
る
経
費

⃝

補
助
率
お
よ
び
補
助
額

①
新
築
お
よ
び
空
き
店
舗
等
を
活
用

　

対
象
事
業
費
の
50
％
を
補
助
し
、
１

事
業
者
50
万
円
を
限
度
と
す
る
。

②
既
存
の
建
物
の
増
改
築

　

対
象
事
業
費
の
15
％
を
補
助
し
、
1

事
業
者
30
万
円
を
上
限
と
す
る
。

※�

対
象
事
業
費
は
50
万
円
以
上
と
す

る
。
ま
た
、
町
外
か
ら
の
集
客
を
見

込
め
る
観
光
事
業
の
場
合
は
、
対
象

事
業
費
の
30
％
を
補
助
し
、
１
事
業

所
２
０
０
万
円
を
限
度
と
す
る
。

機
械
設
備
投
資
事
業

　

新
規
の
設
備
投
資
や
既
存
設
備
の
更

新
に
よ
り
、
新
た
な
雇
用
が
見
込
ま
れ

る
事
業
者
に
対
し
て
支
援
し
ま
す

⃝

対　
象

　

機
械
設
備
の
新
設
お
よ
び
既
存
設
備

と
同
等
以
上
の
設
備
投
資
に
要
す
る
経

費

⃝

補
助
率
お
よ
び
補
助
額

　

対
象
事
業
費
の
15
％
を
補
助
し
、
１

事
業
者
50
万
円
を
限
度
と
す
る
。

※�

対
象
事
業
費
は
30
万
円
以
上
と
す

る
。
ま
た
、
工
具
器
具
等
の
場
合
、

単
価
10
万
円
以
上
で
事
業
費
合
計
が

30
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

新
規
進
出
・
起
業
・
異
業
種

参
入
支
援
事
業

　

新
た
に
町
内
へ
進
出
す
る
企
業
、
町

内
で
新
規
に
起
業
す
る
者
お
よ
び
異
業

種
部
門
へ
参
入
し
、
新
た
な
法
人
を
設

立
ま
た
は
新
た
な
事
業
を
開
始
す
る
こ

と
に
よ
り
雇
用
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る

既
存
事
業
者
に
対
し
て
支
援
し
ま
す
。

⃝

対　
象

　

新
た
に
町
内
で
事
業
所
を
開
設
す
る

た
め
、
ま
た
は
異
業
種
参
入
の
た
め
に

必
要
な
設
備
工
事
、
機
械
器
具
お
よ
び

備
品
の
購
入
に
要
す
る
経
費

⃝

補
助
率
お
よ
び
補
助
額

　

対
象
事
業
費
の
30
％
を
補
助
し
、
１

事
業
者
２
０
０
万
円
を
限
度
と
す
る
。

※�

対
象
事
業
費
は
50
万
円
以
上
と
す

る
。
機
械
器
具
、
備
品
の
場
合
は
単

価
３
万
円
以
上
で
事
業
費
合
計
が

50
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

工
場
誘
致
等
奨
励
事
業

　

町
内
に
工
場
を
新
設
ま
た
は
増
設

し
、
新
た
に
社
員
を
雇
用
し
た
事
業
者

に
対
し
て
支
援
し
ま
す
。
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